
　

こ
の
間
、
Ｊ
Ｒ
西
日
本
の
福
知
山
線
・
列
車
脱
線
事
故
や
Ｊ
Ｒ
東

日
本
の
羽
越
本
線
の
列
車
転
覆
・
脱
線
事
故
な
ど
痛
ま
し
い
大
惨
事

と
な
る
事
故
が
発
生
し
て
い
る
も
と
で
、
改
め
て
運
転
士
に
ゆ
と
り

あ
る
労
働
環
境
の
確
立
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
元
全

日
空
機
長
で
Ｊ
Ｒ
西
日
本
安
全
諮
問
委
員
会
委
員
を
務
め
る
日
本

ヒ
ュ
ー
マ
ン
フ
ァ
ク
タ
ー
研
究
所
の
石
橋
明
研
究
開
発
室
長
は
「
マ

ニ
ュ
ア
ル
に
な
い
ケ
ー
ス
で
も
適
切
な
対
応
が
取
れ
る
よ
う
、
事
故

事
例
を
分
析
し
、
背
後
要
因
を
改
善
す
る
必
要
が
あ
る
。
運
転
士
に

ゆ
と
り
を
与
え
、
適
切
な
健
康
管
理
で
冷
静
か
つ
正
常
な
運
転
を

導
く
安
全
管
理
シ
ス
テ
ム
を
作
る
こ
と
が
大
切
だ(

２
０
０
６
年
４

月
23
日
付
「
朝
日
新
聞
」
安
全
を
求
め
て
、
Ｊ
Ｒ
事
故
１
年(

中)

」

と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

　
「
朝
日
新
聞
」
２
０
０
６
年
11
月
21
日
の
夕
刊
は
、「
乱
れ
る
ダ
イ

ヤ｣

と
題
し
て
「
列
車
運
休
・
遅
延
、
昨
年
度
５
千
件
超
」
と
、
一

面
ト
ッ
プ
記
事
と
し
て
報
道
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
「
Ｊ
Ｒ
が
発

足
し
た
87
年
度
以
降
で
最
悪
を
更
新
し
た
」「
過
度
の
コ
ス
ト
ダ
ウ

ン
が
原
因
と
の
指
摘
も
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
中
で
も
「
輸

送
障
害
は
５
２
０
１
件
で
、
前
年
を
４
０
０
件
近
く
上
回
り
過
去
最

高
に
。
輸
送
障
害
は
、
相
互
直
通
運
転
区
間
の
増
大
や
高
速
度
ダ
イ

ヤ
に
伴
っ
て
増
加
傾
向
を
た
ど
っ
て
お
り
、
昨
年
度
は
冬
場
の
大
雪

に
よ
る
列
車
の
遅
れ
続
出
も
マ
イ
ナ
ス
に
作
用
し
た
」(

２
０
０
６

年
10
月
13
日
付
け
「
交
通
新
聞
」)

と
報
告
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
安

全
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
実
態
が
次
々
と
報
道
さ
れ
て
い
る
中
で
、
乗

務
員
勤
務
の
改
善
は
、
痛
ま
し
い
事
故
の
教
訓
か
ら
も
、
安
全
か
つ

安
定
輸
送
の
確
保
か
ら
も
急
が
れ
る
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

乗
務
労
働
の
特
殊
性
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
動
力
車
乗
務
員
の
乗

務
労
働
は
列
車
ダ
イ
ヤ
に
基
づ
き
乗
務
し
、
直
接
運
転
操
縦
に
携

わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
①
不
規
則
、
不
定
形
な
勤
務
と
な
っ
て
い

る
、
②
連
続
し
た
緊
張
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
生
理
的
自
由
の
制

約
を
避
け
ら
れ
な
い
、
③
安
全
か
つ
安
全
輸
送
の
確
保
に
最
も
直

接
的
に
関
連
す
る
等
の
特
殊
性
を
有
す
る
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
乗
務
労
働
の
特
殊
性
を
有
す
る
「
乗
務
員
勤
務
」
問

題
に
つ
い
て
、
１
９
９
１
年
８
月
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
は
「
21
世
紀
に

お
い
て
も
、
当
社
は
、
交
通
機
関
相
互
の
厳
し
い
競
争
下
に
お
い
て
、

信
頼
性
の
高
い
快
適
な
交
通
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
可
能
な
企
業
を
目

指
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
将
来
と
も
列
車

の
運
行
に
欠
か
せ
な
い
乗
務
員
の
勤
務
制
度
に
つ
い
て
、
効
率
性

と
働
き
易
さ
を
追
求
し
つ
つ
、
当
社
に
相
応
し
い
制
度
と
し
て
再

構
築
す
べ
く
、
改
正
す
る
」
こ
と
が
提
案
さ
れ
、
１
９
９
２
年
３

月
14
日
の
ダ
イ
ヤ
改
正
以
降
、
現
在
の
「
新
し
い
乗
務
員
の
勤
務

制
度
」
が
導
入
さ
れ
、
14
年
が
経
過
し
て
い
ま
す
。

　

果
た
し
て
働
き
易
さ
を
追
求
し
た
勤
務
制
度
と
言
え
る
で
し
ょ

う
か
。
む
し
ろ
効
率
化
の
み
が
優
先
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
今
で
は
１
日
に
５
０
０
キ
ロ
を
超
え
る
乗
務
労

働
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
等
、
そ
の
労
働
条
件
は
悪
化

の
一
途
と
い
え
ま
す
。

　

つ
い
最
近
で
は
、
乗
務
員
の
勤
務
に
つ
い
て
効
率
化
の
み
優
先

し
て
き
た
こ
と
が
、
Ｊ
Ｒ
西
日
本
の
福
知
山
線
列
車
転
覆
・
脱

線
事
故
の
大
惨
事
を
引
き
起
こ
し
た
背
後
要
因
の
一
つ
と
し
て
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
大
惨
事
を
再
び
引
き

起
こ
さ
な
い
た
め
に
も
、
ゆ
と
り
あ
る
乗
務
労
働
の
確
立
こ
そ
が

安
全
か
つ
安
定
輸
送
の
確
保
に
最
も
必
要
不
可
欠
と
な
っ
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

い
ま
必
要
な
こ
と
は
、
人
間
ら
し
く
働
く
こ
と
が
で
き
る
最
低
限

乗務員勤務プロジェクト会議

国労東日本部

　

国
労
東
日
本
本
部
は
、
昨
年
３
月
16
日
に
「
乗
務
員
勤
務
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
」
を
発
足
し
、
昨

年
３
月
ダ
イ
ヤ
改
正
に
伴
う
「
運
転
士
の
２
１
５
１
行
路
」
及
び
「
車
掌
の
１
９
４
７
行
路
」
の
検

証
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
間
の
運
転
士
及
び
車
掌
行
路
の
検
証
を
踏
ま
え
、
１
月
29
日
に
JR
東

日
本
に
対
し
、
人
間
ら
し
い
乗
務
員
勤
務
制
度
に
向
け
最
低
限
の
条
件
で
あ
る
「
食
事
、
睡
眠
時
間

の
確
保
、生
理
的
自
由
の
制
約
の
改
善
（
食
う
、寝
る
、ト
イ
レ
）」
を
申
入
い
た
し
ま
し
た
。
安
全
、

安
定
輸
送
の
確
立
の
上
か
ら
も
乗
務
員
勤
務
の
改
善
は
緊
急
に
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

い
ま
、
何
故
、
乗
務
員
の
勤
務
改
善
要
求
を
提
出
す
る
の
か
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せ
時
間
中
の
１
時
間
ま
で
と
す
る
。
③
待
合
せ
時
間
が
24
時
間
を

超
え
る
場
合
、
待
合
せ
時
間
か
ら
24
時
間
を
控
除
し
た
時
間
の
６

分
の
１
の
時
間
と
す
る
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
も
そ
も
「
待
合
せ
時
間
」
は
、
拘
束
さ
れ
た
時
間
で
あ
り
、

休
憩
時
間
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
仮
眠
時
間
を
除
き
労
働
時
間
と

し
て
み
な
す
べ
き
で
す
。

　

労
働
省
労
働
基
準
局
編
著
の
「
労
働
基
準
法(

労
働
法
コ
ン
メ
ン

タ
ー
ル)

・
平
成
９
年
３
月
10
日
」
は
、次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「﹃
労
働
﹄
と
は
、
一
般
的
に
、
使
用
者
の
指
揮
監
督
の
も
と
に
あ

る
こ
と
を
い
い
、
必
ず
し
も
現
実
に
精
神
又
は
肉
体
を
活
動
さ
せ

て
い
る
こ
と
を
要
件
と
せ
ず
、
従
っ
て
、
例
え
ば
、
貨
物
取
扱
い

の
事
業
場
に
お
い
て
、
貨
物
の
積
込
係
が
、
貨
物
自
動
車
の
到
着

を
待
機
し
て
身
体
を
休
め
て
い
る
場
合
と
か
、
運
転
士
が
２
名
乗

り
込
ん
で
交
替
で
運
転
に
当
る
場
合
に
お
い
て
運
転
し
な
い
者
が

助
手
席
で
休
息
し
、
又
は
仮
眠
し
て
い
る
時
で
あ
っ
て
も
そ
れ
は

﹃
労
働
﹄
で
あ
り
、そ
の
状
態
に
あ
る
時
間(

こ
れ
を
一
般
的
に
「
手

待
時
間
」
と
い
う)

は
、労
働
時
間
で
あ
る
」(

基
収
第
６
２
８
６
号)

と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
基
収
第
１
１
９
６
号
」
で
は
、「
第
34
条
の
﹃
休
憩
時
間
﹄

と
﹃
手
待
ち
時
間
﹄
と
の
相
違
は
、
使
用
者
の
指
揮
監
督
の
も
と

に
あ
る
か
否
か
、
換
言
す
れ
ば
、
労
働
者
の
時
間
の
自
由
利
用
が

保
障
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
従
っ
て
、
例
え

ば
、
昼
食
休
憩
時
間
中
来
客
当
番
を
さ
せ
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
時
間
は
、

実
際
に
来
客
が
な
く
て
も
労
働
時
間
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
労
働
時
間
と
は
、「
労
働
者
が
使
用
者
の
指
揮
監
督
の
も

と
に
あ
る
時
間
」
と
言
え
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
労
基
法
の
趣
旨
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る

「
待
合
せ
時
間
」
を
無
給
の
時
間
と
す
る
取
り
扱
い
を
改
め
「
始
業

時
刻
か
ら
終
了
時
刻
ま
で
の
時
間
か
ら
睡
眠
時
間(

仮
称)

を
除
い

た
時
間
を
労
働
時
間
」
と
し
て
取
扱
う
べ
き
で
す
。

　

同
時
に
私
た
ち
が
看
過
で
き
な
い
問
題
は
、
Ｊ
Ｒ
西
日
本
の
福

知
山
線
列
車
脱
線
事
故
の
背
後
要
因
の
一
つ
と
し
て
「
眠
気
」
問

題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
淀
川
勤
労
者
厚
生
協
会
社
会

医
学
研
究
所
の
主
任
研
究
員
で
あ
る
重
田
博
正
氏
が
行
っ
た
Ｊ
Ｒ

西
日
本
の
動
力
車
乗
務
員
に
対
す
る
「
眠
気
調
査(

63
名
、
４
９
１

行
路
で
日
勤
１
３
７
行
路
、
徹
夜
１
７
６
行
路
、
非
番
の
１
７
８

行
路
を
対
称
に
実
施)

」
の
結
果
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
問
題

の
あ
る
眠
気
が
54
％
も
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
特

に
、「
眠
気
の
頻
発
」
は―

日
勤
勤
務
で
は
11
～
13
時
台
、
徹
夜

勤
務
の
場
合
は
、
14
時
台
及
び
22
時
以
降
、
非
番
日
の
勤
務
で
は

５
～
10
時
台
に
「
眠
気
」
が
し
き
り
に
起
き
る
こ
と
が
調
査
の
結

果
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
調
査
結
果
を
踏
ま
え
、

Ｊ
Ｒ
西
日
本
の
福
知
山
線
列
車
転
覆
・
脱
線
事
故
を
引
き
起
こ
し

た
要
因
と
し
て
「
異
常
な
心
理
状
態
の
発
端
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う

宝
塚
駅
入
線
時
の
速
度
オ
ー
バ
ー
に
眠
気
が
関
与
し
て
い
た
」
可

能
性
は
大
い
に
あ
る
と
言
え
る
と
の
推
測
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
ミ
ス
や
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
し
た
経
験
を
持
つ
者
が
過
去
１
年

間
に
６
割
も
い
た
こ
と
か
ら
、「
眠
気
は
ま
さ
に
頻
度
の
高
い
普
遍

的
な
﹃
事
故
の
目
﹄
で
あ
る
」
と
強
く
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

Ｊ
Ｒ
西
日
本
の
痛
ま
し
い
大
惨
事
と
な
っ
た
事
故
の
教
訓
か
ら

も
「
眠
気
は
ま
さ
に
頻
度
の
高
い
普
遍
的
な
﹃
事
故
の
目
﹄
で
あ
る
」

と
位
置
付
け
、
安
全
か
つ
安
全
輸
送
確
保
の
観
点
か
ら
「
５
時
前

の
出
勤
及
び
22
時
以
降
の
退
勤
は
原
則
禁
止
」、「
起
床
後
の
労
働

時
間
は
６
時
間
を
越
え
な
い
こ
と
」
を
原
則
と
す
べ
き
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

現
在
の
「
新
し
い
乗
務
員
勤
務
制
度
」
が
導
入
さ
れ
る
前
ま
で

適
用
さ
れ
て
い
た
労
働
時
間
の
構
成
は
、「
動
力
車
乗
務
員
」
の
場

合
は
、
①
乗
務
時
間
、
②
便
乗
時
間
、
③
準
備
時
間
、
④
折
り
返

し
準
備
時
間
、
⑤
看
視
時
間
、
⑥
徒
歩
時
間
、
⑦
訓
練
時
間
、
⑧

待
合
せ
時
間
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

  

一
方
列
車
乗
務
員(

車
掌)

の
場
合
は
、
①
乗
務
時
間(

便
乗
時

間
含
む)

、
②
準
備
時
間
、
③
徒
歩
時
間
、
④
待
合
せ
時
間
と
な
っ

て
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
が
「
新
し
い
乗
務
員
勤
務
制
度
」
の
導
入
に
よ
り
、
動
力

車
及
び
列
車
乗
務
員
と
も
統
一
さ
れ
、
労
働
時
間
Ａ(

①
実
乗
務
時

間
、
②
入
換
時
間
、
③
出
入
区
時
間
、
④
便
乗
時
間
、
⑤
準
備
時
間
、

⑥
整
理
時
間
、
⑦
折
り
返
し
時
間
、
⑧
付
加
時
間
、
⑨
そ
の
他
の

時
間)

と
労
働
時
間
Ｂ(

あ
ら
か
じ
め
作
業
が
計
画
さ
れ
て
い
な
い

時
間
。
し
か
し
、
列
車
遅
延
の
場
合
は
対
応
す
る
時
間
で
運
用
行

路
表
に
指
定
す
る)

と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
制
度
改
正
に
よ
っ
て
特
に
問
題
と
な
る
の
は
、
行
先
地
の

時
間
の
う
ち
、
折
り
返
し
時
間
を
除
い
た
時
間(

い
わ
ゆ
る
「
待
合

せ
時
間
」)

が
労
働
時
間
Ｂ
に
指
定
さ
れ
な
い
場
合
は
、
こ
の
時
間

が
無
給
の
時
間
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
す
。
本
来
、「
待
合
せ
時

間
」
は
、
管
理
者
等
か
ら
又
は
管
理
者
等
へ
の
連
絡
、
突
発
的
な

事
態
に
備
え
て
の
待
機
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
時
間
で
す
。

　

出
勤
予
備
勤
務
者
に
つ
い
て
は
、「
予
備
と
し
て
待
機
し
た
時
間

は
労
働
時
間
と
し
、
乗
務
を
命
じ
ら
れ
た
場
合
の
乗
務
行
路
に
よ

る
労
働
時
間
と
併
せ
月
間
積
算
の
対
象
と
な
る
」
と
定
め
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
様
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
「
待
合
せ
時
間
」

の
全
て
を
労
働
時
間
と
し
な
い
こ
と
は
矛
盾
し
て
い
る
と
言
わ
ざ

る
を
得
ま
せ
ん
。

　
「
新
し
い
乗
務
員
勤
務
制
度
」
が
導
入
さ
れ
る
前
は
、「
待
合
せ

時
間
」
に
つ
い
て
は
、
動
力
車
乗
務
員
の
場
合
は
、
行
先
地
の
時

間
か
ら
労
働
時
間
を
除
し
た
時
間
の
う
ち
、
そ
の
６
分
の
１
の
時

間
を
労
働
時
間
と
み
な
し
て
取
扱
っ
て
き
た
も
の
で
す(

例
外
条
項

あ
り)

。
列
車
乗
務
員
の
場
合
は
、「
待
合
せ
勤
務
時
間
」
と
し
て

次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
①
電
車
及
び
気
動
車
の
場

合
は
、
待
合
せ
時
間
中
の
５
０
分
ま
で
と
す
る
。
②
列
車
種
別
が

急
行
・
特
急
の
場
合
、
継
続
乗
務
キ
ロ
が
片
道
１
０
０
キ
ロ
以
上

の
場
合
及
び
指
定
線
区
の
区
間
の
み
を
運
転
す
る
場
合
は
、
待
合

の
条
件
と
し
て
「
食
事
時
間
の
確
保
、
睡
眠
時
間
の
確
保
、
生
理

的
自
由
の
制
約
を
解
消
す
る(

食
う
、
寝
る
、
ト
イ
レ)

」
の
改
善

が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

①　

始
業
時
刻
か
ら
終
了
時
刻
ま
で
の
時
間
か
ら
睡
眠 

　

時
間(

仮
称)
を
除
い
た
時
間
を
労
働
時
間
と 

す
る

　

こ
と
。

②  

５
時
前
の
出
勤
及
び
22
時
を
過
ぎ
る
退
勤
は         

　

原
則
禁
止
と
す
る
こ
と
。
な
お
、
当
面
も
設
け
ざ
る

　

を
得
な
い
場
合
は
、
最
低
１
時
間
を
労
働
時
間
と
し

　

て
み
な
し
て
算
入
す
る
こ
と
。

③　

２
暦
日
に
わ
た
る
勤
務
の
出
勤
時
刻
は
12
時
以
降

　

と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
退
勤
時
刻
は
、
12
時
以
前
と

　

し
、
起
床
後
の
労
働
時
間
は
６
時
間
を
超
え
な
い
こ

　

と
。

④　

現
行
「
２
夜
連
続
」
の
行
路
は
廃
止
す
る
こ
と
。

　

た
だ
し
、
列
車
乗
務
員
の
長
距
離
優
等
列
車 
は
除

　

く
。

①　

始
業
時
刻
か
ら
終
了
時
刻
ま
で
の
時
間
か
ら
睡
眠

す
る

時
を
過
ぎ
る
退
勤
は

　

原
則
禁
止
と
す
る
こ
と
。
な
お
、
当
面
も
設
け
ざ
る

　

を
得
な
い
場
合
は
、
最
低
１
時
間
を
労
働
時
間
と
し

時
以
降

時
以
前
と

　

し
、
起
床
後
の
労
働
時
間
は
６
時
間
を
超
え
な
い
こ

は
除
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に
よ
り
復
路
の
列
車
が
決
ま
る
よ
う
に
、
列
車
ダ
イ
ヤ
に
運
用
行

路
が
制
約
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
か
ら
、
画
一
的
な
拘
束
時

間
の
限
度
を
設
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
こ
と
を
理
由
に
１
勤

務
の
拘
束
時
間
の
限
度
は
定
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

そ
の
結
果
、
国
労
東
日
本
運
転
協
議
会
及
び
運
輸
協
議
会
に
よ

る
職
場
の
「
２
０
０
６
年
３
月
ダ
イ
ヤ
改
正
・
行
路
実
態
調
査
」

で
は
、
動
力
車
乗
務
員
の
場
合
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
全
体
で
２
１
５
１

行
路
中
「
１
勤
務
の
拘
束
時
間
が
22
時
間
を
超
え
る
行
路
」
が

１
８
１
行
路
あ
り
、
全
体
の
15
．
08
％
を
占
め
て
い
ま
す
。
驚
く

こ
と
に
、
そ
の
内
横
浜
支
社
管
内
で
10
行
路
、
東
京
支
社
管
内
で

22
行
路
も
あ
る
こ
と
で
す
。
一
方
、
列
車
乗
務
員(

車
掌)

の
場
合

は
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
全
体
で
１
２
５
１
行
路
中
「
１
勤
務
の
拘
束
時

間
が
24
時
間
を
超
え
る
行
路
（
泊
行
路
）」
が
２
９
８
行
路
あ
り
、

全
体
の
23
．
82
％
も
占
め
て
い
ま
す
。
中
で
も
驚
く
こ
と
は
、
車

掌
の
日
勤
行
路
で「
拘
束
15
時
間
56
分(

秋
田
運
輸
区
・
車
掌
行
路)

」

や
「
15
時
間
45
分(

一
関
運
輸
区
・
車
掌
行
路)

」
が
２
０
０
６
年

３
月
ダ
イ
ヤ
改
正
後
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ま
た
動
力
車
乗
務
員
の
日
勤
勤
務
に
お
け
る
「
１
勤
務
の
拘
束

時
間
が
11
時
間
を
超
え
る
行
路
」
は
、
日
勤
行
路
９
５
１
行
路
中

１
６
５
行
路
に
達
し
、
全
体
の
17
．
35
％
に
及
ん
で
い
ま
す
。

　

ま
さ
に
、
働
き
易
さ
で
は
な
く
、
効
率
化
優
先
の
行
路
と
な
っ

て
い
る
こ
と
が
歴
然
と
し
て
い
ま
す
。　

　

ま
た
、
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
32
条
に
よ
っ
て
、
長
距
離
に

わ
た
り
継
続
し
て
乗
務
す
る
者(

運
行
の
所
要
時
間
が
６
時
間
を
超

え
る
区
間
に
つ
い
て
連
続
し
て
乗
務
す
る
場
合
﹃
基
発
３
５
５
号
・

昭
和
29
．
６
．
29
﹄)
以
外
の
者
に
つ
い
て
ま
で
全
て
休
憩
時
間

を
付
与
し
な
く
て
も
よ
い
と
は
な
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

乗
務
員
の
行
路
・
交
番
表
に
休
憩
時
間
も
設
け
ず
、
い
た
ず
ら
に

１
勤
務
の
拘
束
時
間
を
拡
大
す
る
こ
と
は
乗
務
員
の
健
康
維
持
の

観
点
か
ら
も
早
急
に
是
正
が
必
要
で
あ
り
、「
１
勤
務
の
拘
束
時
間

の
限
度
」
を
設
け
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
東
京
近
郊
で
は
１
８
５
名
の
女
性
車
掌
が
日
夜
乗
務
し

て
い
ま
す
が
、
今
後
益
々
女
性
車
掌
が
増
え
て
い
く
も
の
と
思
い

ま
す
。
母
性
保
護
の
観
点
か
ら
も
「
１
勤
務
の
拘
束
時
間
の
限
度｣

を
設
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

  　
「
新
し
い
乗
務
員
勤
務
制
度
」
が
導
入
さ
れ
る
前
は
、
動
力
車
乗

務
員
の
場
合
は
「
１
勤
務
の
労
働
時
間
は
、
待
合
せ
時
間
を
除
き

16
時
間
を
限
度
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
深
夜
帯
の
乗
務
時
間
を
２

時
間
以
上
含
む
と
き
は
、
14
時
間
を
限
度
と
す
る
」
と
定
め
て
い

ま
し
た
が
、「
新
し
い
乗
務
員
勤
務
制
度
」
の
導
入
に
よ
り
、
稠
密

線
区
の
場
合
は
「
稠
密
線
区
の
特
性
を
生
か
し
、
車
掌
、
運
転
士

に
同
一
の
１
勤
務
の
拘
束
時
間
の
限
度
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、

従
来
の
よ
う
な
労
働
時
間
の
限
度
を
設
け
て
い
な
い
」
と
し
て
、「
行

先
地
の
時
間
を
設
け
た
場
合
は
20
時
間
（
泊
行
路
）、
そ
れ
以
外
に

お
い
て
は
10
時
間
（
日
勤
行
路
）
を
限
度
」
と
す
る
こ
と
が
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
一
般
線
区
に
つ
い
て
は
「
往
路
の
列
車

　

ま
た
、「
新
し
い
乗
務
員
勤
務
制
度
﹄
導
入
に
当
た
っ
て
Ｊ
Ｒ
東

日
本
は
、「
深
夜
帯
に
勤
務
が
集
中
し
て
い
る
区
所
が
相
当
あ
る
。

列
車
の
運
行
も
あ
り
中
々
難
し
い
が
、
な
る
べ
く
交
番
の
平
準
化

を
図
り
Ｗ
泊
は
な
く
し
て
い
き
た
い
」
と
述
べ
て
い
ま
し
た
が
、「
新

し
い
乗
務
員
勤
務
制
度
」
導
入
以
降
14
年
が
経
過
し
よ
う
と
し
て

い
る
中
で
、
２
０
０
６
年
３
月
ダ
イ
ヤ
改
正
に
伴
う
車
掌
交
番
の

中
で
い
ま
だ
に
Ｗ
泊
が
解
消
さ
れ
て
い
な
い
の
に
は
驚
く
ば
か
り

で
す
。
現
行
の
「
２
夜
連
続
の
行
路
は
廃
止｣

す
べ
き
で
す
。

 ●   ５時前の出勤、２２時以降の退勤―現在の行路表では。
　・    ５時前の出勤行路・・・・・・運転　全行路　　２１５１行路中　９９行路 ( ４. ６０％ )
    ・２２時以降の退勤行路・・・・・運転　全行路　　２１５１行路中　６８行路 ( ３．１６％ )
    ・   ５時前の出勤行路・・・・・・車掌　全行路　　１９４７行路中　　９行路 ( ０．４６％ )
    ・２２時以降の退勤行路・・・・・車掌　全行路　　１９４７行路中　５１行路 ( ２．６２％ )
 ●　２暦日にわたる勤務・・・・・・起床後６時間以上の労働時間。
　・起床後６時間以上・・・・・・・運転　徹夜行路　１２００行路中１２２行路 ( １０．１７％ )　　
　・起床後６時間以上・・・・・・・車掌　徹夜行路　１２５１行路中１２２行路 (　６．２７％ )

①　

一
般
線
区
の
拘
束
時
間
に
関
し
て
。

　

ア　

運
転
士
の
場
合
は
、
日
勤
11
時
間
・
泊
22
時
間

　
　

を
限
度
と
す
る
こ
と
。

　

イ　

列
車
乗
務
員
の
場
合
は
、
日
勤
12
時
間
・
泊
24
時

　
　

間
を
限
度
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
長
距
離
優
等

　
　

列
車
は
除
く
。

　

ウ　

前
ア
・
イ
に
つ
い
て
は
、
労
働
時
間
Ｂ
が
日
勤

　
　

２
時
間
・
泊
３
時
間
を
超
え
る
仕
業
の
場
合
は
、　

　
　

そ
れ
ぞ
れ
の
労
働
時
間
Ｂ
時
間
分
を
限
度
と
し
て

　
　

延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

②　

稠
密
線
区
の
拘
束
時
間
に
関
し
て
。

　

ア　

日
勤
９
時
間
・
泊
20
時
間
を
限
度
と
す
る
こ
と
。

●　拘束時間、日勤１１時間・泊２２時間を越える運転士の行路。

 　・日勤１１時間以上・・・・・日勤行路　　９５１行路中１６５行路 ( １７．３５％ )

 　・泊　２２時間以上・・・・・徹夜行路　１２００行路中１８１行路 ( １５．０８％ )

●　拘束時間、日勤１２時間・泊２４時間を越える車掌の行路

 　・日勤１２時間以上・・・・・日勤行路　　６９６行路中　６４行路 (　９．２０％ )

 　・泊　２４時間以上・・・・・徹夜行路　１２５１行路中２９８行路 ( ２３．８２％ )

●　労働時間Ｂが２時間・３時間以上の行路。

 　・日勤　２時間以上・・・運転士　日勤行路　９５１行路中　　１行路 ( ０．１１％ )

 　・徹夜　３時間以上・・・運転士　徹夜行路１２００行路中　　３行路 ( ０．２５％ )

 　・日勤　２時間以上・・・車　掌　日勤行路　６９６行路中　　２行路 ( ０．２９％ )

 　・徹夜　３時間以上・・・車　掌　徹夜行路１２５１行路中　　１行路 ( ０．０８％ )

●　稠密線区における日勤９時間以上、徹夜２０時間以上の運転士の行路。

 　・日勤　９時間以上・・・運転士　日勤行路　９５１行路中１５８行路 ( １７．６３％ )

 　・徹夜２０時間以上・・・運転士　徹夜行路１２００行路中　　４行路 (　０．３３％ )　

時
間時

　
　

間
を
限
度
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
長
距
離
優
等

　

ウ　

前
ア
・
イ
に
つ
い
て
は
、
労
働
時
間
Ｂ
が
日
勤

　
　

そ
れ
ぞ
れ
の
労
働
時
間
Ｂ
時
間
分
を
限
度
と
し
て

時
間
を
限
度
と
す
る
こ
と
。

①　

一
般
線
区
の
拘
束
時
間
に
関
し
て
。

　

ア　

運
転
士
の
場
合
は
、
日
勤

　
　

を
限
度
と
す
る
こ
と
。

　

イ　

　
　

間
を
限
度
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
長
距
離
優
等

　
　

列
車
は
除
く
。

　

ウ　

前
ア
・
イ
に
つ
い
て
は
、
労
働
時
間
Ｂ
が
日
勤

　
　

２
時
間
・
泊
３
時
間
を
超
え
る
仕
業
の
場
合
は
、　

　
　

そ
れ
ぞ
れ
の
労
働
時
間
Ｂ
時
間
分
を
限
度
と
し
て

　
　

延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

②　

稠
密
線
区
の
拘
束
時
間
に
関
し
て
。

　

ア　

日
勤
９
時
間
・
泊
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「
新
し
い
乗
務
員
勤
務
制
度
」
が
導
入
さ
れ
る
以
前
は
、「
１
継

続
乗
務
キ
ロ
は
１
２
０
キ
ロ
を
限
度
と
す
る
」
が
定
め
ら
れ
て
い

ま
し
た
が
、「
新
し
い
乗
務
員
勤
務
制
度
」
の
導
入
後
「
１
継
続
乗

務
キ
ロ
制
限
が
廃
止
」
さ
れ
、
現
在
、
稠
密
線
区
の
場
合
は
「
１

連
続
乗
務
時
間
は
２
時
間
50
分
を
限
度
」
と
す
る
、
一
般
線
区
の

場
合
は
「
深
夜
帯
２
時
間
以
上
を
含
む
場
合
３
時
間
、
一
定
程
度

の
停
車
時
分
の
な
い
同
一
列
車
に
乗
務
す
る
場
合
３
時
間
20
分
、

そ
の
他
４
時
間
を
限
度
」
と
す
る
と
定
め
て
い
ま
す
。

　

毎
年
の
ダ
イ
ヤ
改
正
の
度
毎
に
輸
送
速
度
が
交
通
機
関
の゙
い
の

ち″
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
ほ
ど
重
視
さ
れ
、
不
断
に
ス
ピ
ー
ド

ア
ッ
プ
が
目
指
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
走
行
速
度
の
高

速
化
、
余
裕
を
切
り
詰
め
た
列
車
ダ
イ
ヤ
の
編
成
、
列
車
本
数
の

増
大
な
ど
に
よ
り
乗
務
員
に
対
し
連
続
し
た
緊
張
や
ス
ト
レ
ス
を

高
め
、
疲
労
の
増
大
、
労
働
強
化
を
強
い
る
施
策
が
強
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
事
を
放
置
す
る
な
ら
重
大
事
故
を
引
き
起

こ
す
危
険
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
安
全
か
つ
安
全
輸
送
を
確
保
し
て
い
く
上
で
、
乗
務
員
の

場
合
、
そ
の
技
術
だ
け
で
は
な
く
日
常
の
労
働
環
境
も
重
要
で
あ

り
、
心
身
健
康
で
充
実
し
た
状
態
を
維
持
で
き
る
よ
う
、
勤
務
条
件
、

職
場
環
境
を
整
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
う
し
た
観
点
か

ら
、
１
継
続(

連
続)

乗
務
時
間
及
び
キ
ロ
制
限
を
設
定
し
て
乗
務

員
の
健
康
の
維
持
向
上
を
図
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

在
宅
休
養
時
間
に
つ
い
て
は
、「
新
し
い
乗
務
員
勤
務
制
度
」
が

導
入
さ
れ
る
以
前
は
、
原
則
と
し
て
「
１
勤
務
終
了
後
、
そ
の
労

働
時
間
に
ほ
ぼ
等
し
い
時
間
」
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、「
公

休
日
の
前
の
勤
務
終
了
時
刻
と
次
の
勤
務
開
始
時
刻
と
の
間
は
、

40
時
間
を
確
保
」
す
る
と
と
も
に
公
休
日
の
前
の
勤
務
終
了
時
刻

は
、「
前
日
の
18
時
以
前｢

動
力
車
乗
務
員｣

」、「
前
日
の
17
時
以

前(

列
車
乗
務
員)

」
と
し
、
次
の
勤
務
開
始
時
刻
は
「
翌
日
の
８

時
以
降(

動
力
車
乗
務
員)

」「
翌
日
の
８
時
30
分
以
降(

列
車
乗
務

員)

」
が
標
準
と
な
っ
て
い
た
も
の
を
、「
新
し
い
乗
務
員
勤
務
制

度｣

の
導
入
に
よ
り
、「
１
勤
務
終
了
後
は
、
そ
の
労
働
時
間
Ａ
に

ほ
ぼ
等
し
い
時
間
」
へ
と
変
更
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
公
休
日
の

前
の
勤
務
終
了
時
刻
は
「
前
日
の
18
時
以
前
」、
次
の
勤
務
開
始
時

刻
は
「
翌
日
の
８
時
30
分
以
降
」
が
標
準
と
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
も
、「
乗
務
員
交
番
が
比
較
的
小
さ
く
、
１
月
間
に
何
回
も

循
環
す
る
よ
う
な
例
に
つ
い
て
は
、
公
休
日
、
特
別
休
日
を
区
分

し
て
表
示
で
き
な
い
こ
と
、
か
つ
行
路
数
が
少
な
く
交
番
作
成
に

柔
軟
性
が
な
い
こ
と
」
を
理
由
に
「
た
だ
し
、
乗
務
割
交
番
作
成

上
﹃
公
休
日
又
は
特
別
休
日
﹄
の
表
示
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、

こ
の
定
め
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
」
と
例
外
条
項
を
定
め
ま
し

た
。

　

も
と
も
と
乗
務
員
勤
務
は
、
列
車
ダ
イ
ヤ
に
基
づ
き
乗
務
し
て

い
る
こ
と
か
ら
①
不
規
則
、
不
定
形
な
勤
務
と
な
っ
て
い
る
、
②

連
続
し
た
緊
張
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
生
理
的
自
由
の
制
約
を
避

け
ら
れ
な
い
、
③
安
全
か
つ
安
全
輸
送
の
確
保
に
直
接
的
に
関
連

す
る
な
ど
の
乗
務
労
働
の
特
殊
性
を
考
え
た
場
合
、
何
よ
り
も
在

宅
休
養
時
間
の
確
保
は
、
心
身
健
康
で
充
実
し
た
状
態
を
維
持
で

き
る
勤
務
条
件
を
確
保
し
て
い
く
上
で
必
要
不
可
欠
な
条
件
と
言

え
ま
す
。

　

国
労
東
日
本
本
部
は
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
か
ら
「
新
し
い
乗
務
員
勤

務
制
度
」
の
提
案
を
受
け
た
際
、
繰
り
返
し
「
１
勤
務
終
了
後
の

在
宅
休
養
時
間
は
、
そ
の
拘
束
時
間
に
ほ
ぼ
等
し
い
時
間
と
す
る

こ
と
。
な
お
、但
し
書
き
は
削
除
す
る
こ
と
」
を
求
め
て
き
ま
し
た
。

　

現
在
の
動
力
車
乗
務
員
の
行
路
の
実
態
は
、
２
０
０
６
年
３

月
ダ
イ
ヤ
改
正
に
伴
う
行
路
で
見
た
場
合
、「
拘
束
時
間
20
時
間

以
上
で
、
労
働
時
間
が
12
時
間
以
上
」
あ
る
行
路
は
、
泊
行
路
・

１
２
０
０
行
路
中
３
８
８
行
路
、
全
体
の
32
．
３
％
に
達
し
て
い

ま
す
。
列
車
乗
務
員
の
場
合
は
、
１
２
５
１
行
路
中
７
０
４
行
路
、

全
体
の
56
．
３
％
に
及
ん
で
い
ま
す
。

　

Ｊ
Ｒ
東
日
本
は
、
従
来
「
長
い
仕
事
で
も
中
身
が
軽
い
も
の
も

あ
る
、
特
に
地
方
は
」
な
ど
と
述
べ
て
い
ま
す
が
、
例
え
ば
仙
台

支
社
・
小
牛
田
運
輸
区
の
動
力
車
乗
務
員
の
「
Ｅ
Ｃ
６
０
３
行
路
」

で
は
、
拘
束
時
間
が
23
時
間
29
分
、
労
働
時
間
Ａ
は
15
時
間
14
分
、

労
働
時
間
Ｂ
は
16
分
、
行
き
先
地
の
着
発
時
間(

睡
眠
時
間)

は
５

時
間
46
分
し
か
な
く
、
限
り
な
く
中
身
が
濃
く
な
っ
て
い
る
の
が

実
態
で
す
。
列
車
乗
務
員
の
場
合
も
同
様
と
な
っ
て
い
ま
す
。

不
断
に
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
が
目
指
さ
れ
る
中
で
、
乗
務
員
に
対
し

連
続
し
た
緊
張
や
ス
ト
レ
ス
を
高
め
、
疲
労
の
増
大
、
労
働
強
化

が
一
層
強
ま
る
中
で
、現
在
の
「
労
働
時
間
Ａ
に
ほ
ぼ
等
し
い
時
間
」

を
改
め
、「
労
働
時
間
に
ほ
ぼ
等
し
い
時
間
」
を
確
保
す
る
こ
と
は

最
低
限
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

  

①　

１
連
続
、
１
継
続
乗
務
時
間
は
２
時
間
を
限
度  

　
　

と
す
る
こ
と
。

  

②　

ダ
イ
ヤ
改
正
の
度
ご
と
に
最
高
速
度
が
高
く
な

　
　

る
傾
向
に
あ
り
、
安
全
確
保
の
た
め
１
連 

続
、

　
　

１
継
続
乗
務
キ
ロ
制
限
を
設
け
１
２
０
キ
ロ
を

　
　

限
度
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
ト
イ
レ
を
装
備

　
　

し
て
い
な
い
列
車
の
場
合
は
、
１
連
続
、
１
継

　
　

続
乗
務
時
間
は
60
分
を
限
度
と
す
る
こ
と
。
な

　
　

お
、
列
車
乗
務
員
の
場
合
は
、
長
距
離
優
等
列

　
　

車
を
除
く
。

  

③　

連
続
乗
務
時
間
が
60
分
を
超
え
る
場
合
は
、
行

　
　

き
先
地
の
時
間
を
15
分
以
上
確
保
す  
る
こ
と
。

①　

在
宅
休
養
時
間
は
、
労
働
時
間
に
ほ
ぼ
等
し

　

い
時
間
を
確
保
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
８
時
間

　

を  

下
回
ら
な
い
こ
と
。

②　

休
日(

公
休
日
、
特
別
休
日)

の
前
後
の
出
・

　

退
勤
時
間
に
つ
い
て
は
、
第
３
条(

４)

「
た
だ

　

し  

・
・
・
こ
の
定
め
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
」

　

を
削
除
す
る
こ
と
。

①　

在
宅
休
養
時
間
は
、
労
働
時
間
に
ほ
ぼ
等
し

　

い
時
間
を
確
保
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
８
時
間

　

を
②　

休
日

　

退
勤
時
間
に
つ
い
て
は
、
第
３
条

　

し

　

を
削
除
す
る
こ
と
。

①　

在
宅
休
養
時
間
は
、
労
働
時
間
に
ほ
ぼ
等
し

　

い
時
間
を
確
保
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
８
時
間

の
前
後
の
出
・

「
た
だ

・
・
・
こ
の
定
め
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
」

  　
　

と
す
る
こ
と
。

  　
　

る
傾
向
に
あ
り
、
安
全
確
保
の
た
め
１
連

　
　

１
継
続
乗
務
キ
ロ
制
限
を
設
け
１
２
０
キ
ロ
を

　
　

限
度
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
ト
イ
レ
を
装
備

　
　

し
て
い
な
い
列
車
の
場
合
は
、
１
連
続
、
１
継

　
　

続
乗
務
時
間
は

　
　

お
、
列
車
乗
務
員
の
場
合
は
、
長
距
離
優
等
列

　
　

車
を
除
く
。

  　
　

き
先
地
の
時
間
を

2007 年 2 月 4 日 NO．654　④



　

列
車
ダ
イ
ヤ
に
基
づ
き
乗
務
し
、
不
規
則
、
不
定
形
な
勤
務
の

た
め
に
、
早
朝
・
深
夜
勤
務
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
乗
務
員
の
場
合
、

い
わ
ゆ
る
食
事
時
間
を
行
路
上
に
設
定
す
べ
き
で
す
。
あ
く
ま
で

労
働
基
準
法
規
則
第
32
条
は
、「
長
距
離
に
わ
た
り
継
続
し
て
乗

務
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
休
憩
時
間
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
」

で
あ
っ
て
休
憩
時
間
を
付
与
し
な
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し

か
も
、
基
発
３
５
５
号(

昭
和
29
．
６
．
29)

で
は
「﹃
長
距
離
に

わ
た
り
継
続
し
て
乗
務
す
る
﹄
と
は
、
運
行
の
所
要
時
間
が
６
時

間
を
超
え
る
区
間
に
つ
い
て
連
続
し
て
乗
務
し
て
勤
務
す
る
場
合
」

で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
「
客
観
的
な
判
断

に
よ
っ
て
こ
れ
を
判
定
す
べ
き
で
あ
り
、
単
に
使
用
者
の
主
観
的

判
断
に
よ
る
場
合
は
こ
れ
に
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ

て
い
ま
す
。

　
「
新
し
い
乗
務
員
勤
務
制
度
」
で
は
、
例
え
ば
稠
密
線
区
の
場
合
、

行
路
上
に
食
事
時
間
が
設
定
さ
れ
た
場
合
で
も
、
そ
の
時
間
が
労

働
時
間
Ｂ
に
指
定
さ
れ
な
け
れ
ば
無
給
時
間
と
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
現
在
の
「
新
し
い
乗
務
員
勤
務
制
度
」
で
は
、「
食
事
を
目
的

と
し
た
乗
務
の
中
断
」
は
稠
密
線
区
の
み
定
め
ら
れ
、
一
般
線
区

の
場
合
は
食
事
を
目
的
と
し
た
乗
務
の
中
断
は
定
め
て
い
ま
せ
ん
。

現
在
の
稠
密
線
区
の
場
合
、「
７
時
か
ら
10
時
に
か
か
る
時
間
帯

は
、
30
分
以
上
」「
11
時
か
ら
14
時
に
か
か
る
時
間
帯
は
40
分
以
上
」

「
17
時
か
ら
21
時
に
か
か
る
時
間
帯
は
40
分
以
上
」
と
な
つ
て
い
ま

す
が
、
動
力
車
乗
務
員
の
場
合
、
２
０
０
６
年
３
月
ダ
イ
ヤ
改
正

に
伴
う
行
路
で
は
、
会
社
の
い
う
時
間
の
確
保
は
「
着
発
」
で
の

時
間
確
保
と
し
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
は
３
分
前
出
場
や
徒
歩
時

間
、
到
着
列
車
の
動
態
監
視
な
ど
を
考
慮
し
て
「
着
々
」
と
し
て

調
べ
た
部
分
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
稠
密
線
区
で
は
、「
朝

食
時
間
が
30
分
未
満
」
が
11
行
路(

日
勤
・
泊
行
路
含
め
て)

も
あ

り
ま
す
。「
昼
食
時
間
40
分
未
満
」
は
15
行
路
、「
夕
食
時
間
40
分

未
満
」
は
４
行
路
も
あ
り
ま
す
。
す
べ
て
を
実
態
に
即
し
た
「
着
々
」

で
調
べ
た
場
合
に
は
も
っ
と
膨
大
な
数
に
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で

す
。
稠
密
線
区
に
お
い
て
、「
で
き
る
だ
け
一
般
的
な
時
間
帯
に
食

事
を
取
り
得
る
時
間
を
確
保
す
る
と
い
う
考
え
方
か
ら
定
め
た
も

の(

新
し
い
乗
務
員
の
勤
務
制
度
・
平
成
４
年
10
月
14
日
発
行)

」

に
応
え
て
い
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
実
態
を
改
善
す
る
と
と
も
に
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
自
身
、

一
般
線
区
の
場
合
も
「
行
路
作
成
に
あ
た
っ
て
稠
密
線
区
で
規
定

し
た
時
間
を
可
能
な
範
囲
で
配
慮
す
る
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

き
た
経
緯
を
踏
ま
え
、
今
こ
そ
改
善
を
図
る
べ
き
で
す
。

　

十
分
な
食
事
時
間
の
設
定
と
そ
の
時
間
を
労
働
時
間
と
す
る
こ

と
は
、
健
康
を
守
り
、
人
間
ら
し
く
働
く
上
で
の
最
低
の
条
件
で

あ
り
改
善
す
べ
き
で
す
。

 ●　朝食時間３０分未満の運転士の行路は。

 　・稠密線区　　運転士　　　日勤行路　　８９６行路中

　　　２行路 ( ０．２２％ )

 　・稠密線区　　運転士　　　徹夜行路　　８９６行路中

　　　９行路 ( １．００％ )

 　・一般線区　　運転士　　　日勤行路　１２５５行路中

　　　２行路 ( ０．１６％ )

 　・一般線区　　運転士　　　徹夜行路　１２５５行路中

　　　４行路 ( ０．３２％ )

 ●　朝食時間３０分未満の車掌の行路は。

 　・日勤・・・・・・・・・・日勤行路　　６９６行路中

　　　３行路 ( ０．４３％ )

 　・徹夜・・・・・・・・・・徹夜行路　１２５１行路中

　　２０行路 ( １．６０％ )

  ●　夕食時間４０分未満の運転士の行路は。

 　・稠密線区　　運転士　　　日勤行路　　８９６行路中　

　　１行路 ( ０．１１％ )

 　・稠密線区　　運転士　　　徹夜行路　　８９６行路中　

　　３行路 ( ０．３３％ )

 　・一般線区　　運転士　　　日勤行路　１２５５行路中　

　　１行路 ( ０．０８％ )

 　・一般線区　　運転士　　　徹夜行路　１２５５行路中　

　　６行路 ( ０．４８％ )

 ●　夕食時間４０分未満の車掌の行路は。

 　・日勤・・・・・・・・・・日勤行路　　６９６行路中　

　１０行路 ( １．４４％ )

 　・徹夜・・・・・・・・・・徹夜行路　１２５１行路中　

　４７行路 ( ３．７６％ )

  ●　夕食時間４０分未満の運転士の行路は。

 　・稠密線区　　運転士　　　日勤行路　　８９６行路中

　　　１行路 ( ０．１１％ )

 　・稠密線区　　運転士　　　徹夜行路　　８９６行路中

　　　３行路 ( ０．３３％ )

 　・一般線区　　運転士　　　日勤行路　１２５５行路中

　　　１行路 ( ０．０８％ )

 　・一般線区　　運転士　　　徹夜行路　１２５５行路中

　　　６行路 ( ０．４８％ )

 ●　夕食時間４０分未満の車掌の行路は。

 　・日勤・・・・・・・・・・日勤行路　　６９６行路中

　　１０行路 ( １．４４％ )

 　・徹夜・・・・・・・・・・徹夜行路　１２５１行路中

　　４７行路 ( ３．７６％ )

①　

朝
食
時
間
は
、
日
勤
で
６
時
30
分
以
降
の
出

　

勤
と
、
泊
で
10
時
以
前
に
終
了
す
る
行
路
を
除

　

き
、
９
時
以
前
に
40
分
確
保
す
る
こ
と
。

②　

昼
食
時
間
は
、
12
時
以
降
の
出
勤
と
13
時
以

　

前
に
終
了
す
る
行
路
を
除
き
、
11
時
か
ら
14
時

　

ま
で
の
間
に
50
分
確
保
す
る
こ
と
。

③　

夕
食
時
間
は
、
18
時
以
降
の
出
勤
と
19
時
以

　

前
に
終
了
す
る
行
路
を
除
き
、
17
時
以
降
20
時

　

30
分
ま
で
の
間
に
50
分
確
保
す
る
こ
と
。

分
以
降
の
出

時
以時

時
以時
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現
在
の
「
新
し
い
乗
務
員
勤
務
制
度
」
で
は
、
稠
密
線
区
に

お
け
る
行
き
先
地
に
お
け
る
乗
務
の
中
断
と
し
て
「
車
掌
の
場
合

は
着
発
５
時
間
」「
運
転
士
の
場
合
は
着
発
６
時
間
以
上
を
標
準
」

と
し
、「
車
掌
、
運
転
士
と
も
実
睡
眠
を
４
時
間
30
分
程
度
取
り
得

る
よ
う
、
着
発
時
間
と
し
て
設
定
し
た
」
こ
と
な
ど
が
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
一
般
線
区
に
つ
い
て
は
、「
一
般
線
区
に
、
食
事
・
睡

眠
の
た
め
の
画
一
的
な
行
先
地
の
時
間
を
設
け
る
こ
と
は
、
か
え
っ

て
拘
束
時
間
を
延
ば
し
働
き
易
さ
を
阻
害
す
る
こ
と
と
な
る
」
こ

と
を
理
由
に
制
度
と
し
て
基
準
を
設
け
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

「
行
路
作
成
に
あ
た
っ
て
は
稠
密
線
区
で
規
定
し
た
時
間
を
可
能
な

範
囲
で
配
慮
す
る
」
こ
と
が
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
２
０
０
６

年
３
月
ダ
イ
ヤ
改
正
の
行
路
表
を
見
る
と
、
運
転
士
の
場
合
「
着

発
６
時
間
未
満
の
行
路
が
、
稠
密
線
区
で
８
９
６
行
路
中
４
行
路
、

一
般
線
区
で
１
２
５
５
行
路
中
48
行
路
」
あ
り
ま
す
。
こ
れ
で
は

運
転
士
は
「
着
発
６
時
間
以
上
」
と
定
め
た
意
義
が
問
わ
れ
る
実

態
に
あ
り
ま
す
。
車
掌
の
場
合
、「
着
発
５
時
間
未
満
の
行
路
が
、

１
２
５
１
行
路(

泊
行
路)

中
２
行
路
」
あ
り
ま
す
。
Ｊ
Ｒ
東
日
本

が
最
低
基
準
と
し
て
定
め
た
ル
ー
ル
も
厳
守
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

に
驚
く
ば
か
り
で
す
。

　

職
場
の
実
態
は
、
実
際
に
睡
眠(

実
枕
時
間)

が
で
き
る
時
間

が
４
時
間
確
保
で
き
な
い
行
路
も
生
ま
れ
て
い
る
の
が
実
態
で
す
。

こ
の
よ
う
な
現
状
を
改
善
し
、
よ
り
人
間
ら
し
い
労
働
環
境
を
確

立
し
て
い
く
上
か
ら
も
「
実
枕
時
間(

実
睡
眠
時
間)

を
５
時
間
以

上
確
保
」
す
る
こ
と
は
当
然
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

  　 

●　
「
睡
眠
時
間
」
と
し
て
着
発
６
時
間
未
満
の
運
転
士

　

の
行
路
は
。

 　

・
稠
密
線
区
・
・
・
・
・
・
・

　
　
　

８
９
６
行
路
中　
　
　
　

４
行
路(

０
．
45
％)

 　

・
一
般
線
区
・
・
・
・
・
・
・

　
　

１
２
５
５
行
路
中　
　
　

48
行
路(

３
．
82
％)

●　
「
睡
眠
時
間
」
と
し
て
着
発
５
時
間
未
満
の
車
掌
の

　

行
路
は
。

 　

・
徹
夜　

・
・
・
・
・
・
・

　
　

徹
夜
行
路
１
２
５
１
行
路
中　

行
路(

０
．
16
％)

　

　

国
労
東
日
本
申
15
号　
　
　

２
０
０
７
年
１
月
29
日

１
、
労
働
時
間
に
つ
い
て

　

①
始
業
時
刻
か
ら
終
了
時
刻
ま
で
の
時
間
か
ら
睡
眠
時
間(

仮
称)

を
除
い
た
時

　
　

間
を
労
働
時
間
と
す
る
こ
と
。

　

②
５
時
前
の
出
勤
、
22
時
を
過
ぎ
る
退
勤
の
原
則
禁
止
す
る
こ
と
。
尚
、
当
面
設

　
　

け
ざ
る
を
得
な
い
場
合
、
最
低
１
時
間
を
労
働
時
間
と
み
な
し
て
算
入
す
る
こ

　
　

と
。

　

③
２
暦
日
に
亘
る
勤
務
の
出
勤
時
刻
は
12
時
以
降
と
す
る
こ
と
、
又
退
勤
時
刻
は

　
　

12
時
以
前
と
し
起
床
後
の
労
働
時
間
は
６
時
間
を
超
え
な
い
こ
と
。

　

④
現
行｢

２
夜
連
続｣

の
行
路
は
廃
止
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
車
掌
は
長
距
離
優

　
　

等
列
車
を
除
く
。

２
、
拘
束
時
間
に
つ
い
て

　

①
一
般
線
区
の
拘
束
時
間
に
つ
い
て
は
、

　
　

ア　

運
転
士
の
場
合
は
、
日
勤
11
時
間
・
泊
22
時
間
を
限
度
と
す
る
こ
と
。

　
　

イ　

車
掌
の
場
合
は
、
日
勤
12
時
間
・
泊
24
時
間
を
限
度
と
す
る
こ
と
。
た
だ

　
　
　
　

し
、
車
掌
は
長
距
離
優
等
列
車
を
除
く
。

　
　

ウ　

前
２
項
に
つ
い
て
は
労
働
時
間
Ｂ
が
、
日
勤
２
時
間
、
泊
３
時
間
を
超
え

　
　
　
　

る
仕
業
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
Ｂ
時
間
分
を
限
度
と
し
て
延
長
す
る
こ

　
　
　
　

と
が
で
き
る
。

　

②
稠
密
線
区
に
つ
い
て
は
日
勤
９
時
間
、
泊
20
時
間
と
す
る
こ
と
。

３
、
連
続
乗
務
時
間(

距
離)

の
制
限
に
つ
い
て

　

①
１
連
続
、
１
継
続
乗
務
時
間
は
２
時
間
を
限
度
と
す
る
こ
と
。

　

②
最
高
速
度
が
高
く
な
る
傾
向
に
あ
り
、
安
全
確
保
の
た
め
に
１
連
続
、
１
継
続

　
　

乗
務
キ
ロ
制
限
を
設
け
て
１
２
０
ｋ
ｍ
を
限
度
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
ト
イ

　
　

レ
を
装
備
し
て
い
な
い
列　
　

車
は
60
分
を
限
度
と
す
る
こ
と
。
な
お
、
車
掌

　
　

は
長
距
離
優
等
列
車
を
除
く
。

　

③
連
続
乗
務
が
60
分
を
超
え
る
場
合
は
、
行
き
先
地
の
時
間
を
15
分
以
上
確
保
す

　
　

る
こ
と
。

４
、
在
宅
休
養
時
間
の
確
保
に
つ
い
て

　
　

ア　

労
働
時
間
に
ほ
ぼ
等
し
い
時
間
と
す
る
こ
と
。
但
し
８
時
間
を
下
回
ら
な

　
　
　
　

い
こ
と
。

　
　

イ　

休
日
（
公
休
日
・
特
休
日
）
の
前
後
の
出
・
退
勤
時
間
に
つ
い
て
は
、
乗

　
　
　
　

務
割
交
番
作
成
規
定
第
２
章
第
１
節
第
３
条(

４)

の｢

た
だ
し｣

以
下

　
　
　
　

は
削
除
す
る
こ
と
。

５
、
食
事
時
間
に
つ
い
て
は
下
記
の
時
間
を
実
質
確
保
す
る
こ
と
。

　

①
朝
食
時
間
は
、
日
勤
で
６
時
30
分
以
降
の
出
勤
と
、
泊
で
10
時
以
前
に
終
了
す

　
　

る
行
路
を
除
き
、
９
時
以
前
に
40
分
確
保
す
る
こ
と
。

　

②
昼
食
時
間
は
、
12
時
以
降
の
出
勤
と
13
時
以
前
に
終
了
す
る
行
路
を
除
き
、　

　
　

11
時
か
ら
14
時
ま
で
の
間
に
50
分
確
保
す
る
こ
と
。

　

③
夕
食
時
間
は
18
時
以
降
の
出
勤
と
、
19
時
以
前
に
終
了
す
る
行
路
を
除
き
、　

　
　

17
時
以
降
20
時
30
分
ま
で
の
間
で
50
分
確
保
す
る
こ
と
。

６
、
睡
眠
と
な
る
時
間
に
つ
い
て

　

①
睡
眠
と
な
る
時
間
は
、
実
枕
時
間
５
時
間
以
上
を
確
保
す
る
こ
と
。

７
、
設
備
改
善
要
求
に
つ
い
て

　

①
食
事
が
で
き
る
場
所
を
設
け
る
こ
と
。

　

②
清
潔
な
寝
室
及
び
個
室
化
を
図
る
こ
と
。

　

③
駅
、
ホ
ー
ム
上
の
乗
務
員
用
ト
イ
レ
等
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

「新
し
い
乗
務
員
勤
務
制
度
」に
関
す
る
申
し
入
れ

①　

睡
眠
時
間
は
、
実
枕
時
間
を
５
時
間
以
上
確

　

保
す
る
こ
と
。

①　

乗
務
員
が
食
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
所　

を
確
保
す
る
こ
と
。

② 　

乗
務
員
の
寝
室
は
、
個
室
化
を
図
る
こ
と
。

③　

駅
・
ホ
ー
ム
上
で
の
乗
務
員
用
ト
イ
レ
等　

①　

乗
務
員
が
食
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
所　

を
確
保
す
る
こ
と
。

②③　

駅
・
ホ
ー
ム
上
で
の
乗
務
員
用
ト
イ
レ
等　

　

乗
務
員
の
寝
室
は
、
個
室
化
を
図
る
こ
と
。

①　

睡
眠
時
間
は
、
実
枕
時
間
を
５
時
間
以
上
確

①　

睡
眠
時
間
は
、
実
枕
時
間
を
５
時
間
以
上
確

　

保
す
る
こ
と
。
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訂
正
と
お
詫
び

　

新
年
号
座
談
会
に
出
席
さ
れ
た
加
藤
さ
ん
の
名
前
を

「豊
司
」
と
掲
載
し
ま
し
た
が
、

誤
記
で
し
た
。

正
し
く
は

「聖
司
」
で
す
の
で
、
訂
正
い
た
し
ま
す
。

　

関
係
者
に
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

編
集
部


